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■国の支援措置について

支援事業 概要 対象要件 対象施設 補助対象 国の補助率 嵩上げ措置 事業費割
事業費割

（嵩上げ時）

購入費を含む誘導施設の整備に
要する費用

直接補助1/2
（国→市）

なし 国1/2
市1/2

-

設計費、土地整備費、用地取得
費、共同施設整備費、専有部整
備費、負担増分用地費

間接補助1/3
（国→市→
民）
※NPO法人等

低未利用地の活用や都市機能の複合整備等の場
合、1.20倍（6/5倍）
※設計費は除く

国：1/3
市：1/3
民：1/3

国：2/5
市：2/5
民：1/5

都市機能立地支援事業
※立地適正化計画関連

生活に必要な都市機能（医
療・社会福祉・教育文化）
を都市機能誘導区域内へ誘
導するため、都市機能整備
を実施する民間事業者に対
し、国から直接支援

都市全体の公的不動産の活用方針
を記載した立地適正化計画に位置
付けられた都市機能誘導区域内の
中心拠点区域等における中心拠点
誘導施設等の整備を行うもので、
かつ都市再生整備計画区域内

誘導施設（医療、社会福祉、教
育文化、子育て支援施設）
※ただし、1箇所における整備に
要する費用は21億円を限度（他
事業等で複合建築物の一部を活
用する場合30億円）

設計費、土地整備費、用地取得
費、共同施設整備費、専有部整
備費（23/100）、負担増分用
地費（一部）、賃借料

直接補助1/2
（国→民）
※市は公的不
動産活用等に
よる支援が国
と同等以上必
要

低未利用地の活用や都市機能の複合整備等の場
合、1.20倍（6/5倍）
※設計費、賃借料は除く

国：1/3
民：2/3
（市：1/3を
金融支援）

国：2/5
民：3/5
（市：2/5を
金融支援）

直接補助1/3
（国→市）

なし 国：1/3
市：2/3

-

間接補助1/3
（国→市→
民）

なし 国：1/3
市：1/3
民：1/3

-

調査設計計画費、土地整備費、
共同施設整備費及び用地取得費
（公共部）、専有部整備費（誘
導施設部）、負担増分用地費

直接補助1/2
（国→市）

なし 国：1/2
市：1/2

-

調査設計計画費、土地整備費、
共同施設整備費及び用地取得費
（公共部）、専有部整備費
（（誘導施設部の23/100）、
負担増分用地費

間接補助1/3
（国→市→
民）

低未利用地の活用や都市機能の複合整備等の場
合、1.20倍（6/5倍）

国：1/3
市：1/3
民：1/3

国：2/5
市：2/5
民：1/5

都市機能誘導区域内の駅から1km、バス停から
500mの範囲内の場合、1.20倍（6/5倍）
※嵩上げは土地整備費及び共同施設整備のみ

国：1/3
市：2/3

国：2/5
市：3/5

都市機能誘導区域内かつ中心拠点区域内において
立地適正化計画に位置付けられ実施される事業の
場合、1.35倍（135/100倍）
※嵩上げは土地整備費及び共同施設整備のみ

国：1/3
市：2/3

国：45/100
市：55/100

都市機能誘導区域内の駅から1km、バス停から
500mの範囲内の場合、1.20倍（6/5倍）
※嵩上げは土地整備費及び共同施設整備のみ

国：1/3
市：1/3
民：1/3

国：2/5
市：2/5
民：1/5

都市機能誘導区域内かつ中心拠点区域内において
立地適正化計画に位置付けられ実施される事業の
場合、1.35倍（135/100倍）
※嵩上げは土地整備費及び共同施設整備のみ

国：1/3
市：1/3
民：1/3

国：45/100
市：45/100
民：10/100

※中心拠点：①人口集中地区内、②鉄道駅から半径1km及びバス停から半径500mの範囲内、③公共用地率15％以上の地域内（今後15％以上となることが確実となる地域を含む）

●立地適正化計画の都市機能誘導区域内の中心拠点における事業の場合、各事業で嵩上げ措置があり、計画に位置付けられた事業であれば、率ベースでは市街地再開発事業が民間負担10/100と最も補助率が高い。
●しかし、市街地再開発事業の補助対象は、土地整備費及び共同施設整備費のみであり、共同施設部分が少ない場合は民間負担が増えることが考えられる。
●他の事業では嵩上げ措置により民間負担20/100となるものがあり、施設形態次第で民間負担が変わってくることが想定されることから、計画の進捗に応じて検討が必要。

直接補助1/3
（国→市）

誘導施設（医療、社会福祉、教
育文化、子育て支援施設）

市街地再開発事業
（第一種市街地再開発
事業）
※立地適正化計画関連

市街地の土地の合理的かつ
健全な高度利用と都市機能
の更新を図るため、建築物
及び建築敷地の整備並びに
公共施設の整備を行う

高度利用地区、地区計画等の区域
内であること、耐火建築物が1/3
以下等であること、土地利用が著
しく不健全であること等、土地の
高度利用を図ることが都市機能の
更新に資すること
※面積要件等細かい条件あり

地区内の建築物の全面的除却、
敷地統合、不燃化共同建築物の
建築、公園・街路等の公共施設
整備

間接補助1/3
（国→市→
民）

調査設計計画費、土地整備費、
共同施設整備費、建築物の防災
性能の強化に要する費用

調査設計計画費、土地整備費、
共同施設整備費

都市再構築戦略事業
【人口密度維持タイ
プ】
※立地適正化計画関連

生活に必要な都市機能（医
療・社会福祉・教育文化）
を都市機能誘導区域内へ誘
導するため、社会資本整備
総合交付金により整備を支
援

立地適正化計画に位置付けられた
都市機能誘導区域内の中心拠点区
域等における中心拠点誘導施設等
の整備を行うもので、かつ都市再
生整備計画区域内

誘導施設（医療、社会福祉、教
育文化、子育て支援施設）、及
び誘導施設と一体的に実施する
道路・公園などの基盤整備
※ただし、1箇所における整備に
要する費用は21億円を限度（他
事業等で複合建築物の一部を活
用する場合30億円）

優良建築物等整備事業
（優良開発型、市街地
住宅供給型、既存ス
トック再生型）
※従来からのもの

市街地の環境の整備改善、
良好な市街地住宅の供給、
防災拠点の整備等に資する
ため、土地の利用の共同
化、高度化等に寄与する優
良建築物等の整備を行う

三大都市圏の既成市街地等で地区
面積が概ね1,000㎡以上、一定以
上の空き地、接道の確保等
※細かい条件あり

マンション（任意の再開発）、
地区計画等による協調的建築
物、既存ストック改修等

優良建築物等整備事業
（都市再構築型）
【人口密度維持タイ
プ】
※立地適正化計画関連

上記に加え、立地適正化計画の都
市機能誘導区域内の中心拠点区域
等における中心拠点誘導施設等の
整備を行うもの

■都市再構築戦略事業イメージ ■都市機能立地支援事業イメージ ■市街地再開発事業イメージ 

※専有部整備費について

は23%相当に限る 
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都
市
再
構
築
戦
略
事
業

○
事
業
の
特
徴

・
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
（
医
療
・
社
会
福
祉
・
教
育
文
化
）
を
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
へ
誘
導
す
る
た
め
、

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
に
よ
り
整
備
を
支
援
。

・
交
付
率
を
か
さ
上
げ
し
て
支
援
。
（
交
付
率
4
0
%
→
5
0
%
）

・
民
間
事
業
者
が
事
業
主
体
で
間
接
交
付
を
行
う
場
合
、
「①
低
・
未
利
用
地
の
活
用
」
「
②
複
数
の
敷
地
の
集
約
・
整
序
」

「
③
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
活
用
」
「
④
都
市
機
能
の
複
合
整
備
」
を
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
交
付
対
象
事
業
費
の
か
さ
上
げ
を

行
い
、
民
間
負
担
を
軽
減
。

○
事
業
の
構
成

（
１
）
中
心
拠
点
区
域
内
に
お
け
る
誘
導
施
設
の
整
備
事
業
。

（
中
心
拠
点
誘
導
施
設
：
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、

教
育
文
化
施
設
）

（
２
）生
活
拠
点
区
域
内
に
お
け
る
誘
導
施
設
の
整
備
事
業
。

（
３
）
中
心
拠
点
区
域
内
又
は
生
活
拠
点
区
域
内
に
お
い
て
、

事
業
を
推
進
す
る
た
め
（
１
）
又
は
（
２
）
の
事
業
と
一
体

的
に
実
施
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
事
業
の
そ
の
他

の
交
付
対
象
事
業
。

（
道
路
、
公
園
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
等
）

必
要
な
都
市
機
能
を
誘
導
す
る
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
立
地
適
正
化
計
画
を
作
成

都
市
再
構
築
戦
略
事
業

都
市
機
能

誘
導
区
域

居
住
誘
導
区
域

都
市
再
生
整
備

計
画
区
域

中
心
拠
点
区
域

公
共
交
通

駅

生
活
拠
点
区
域

誘
導
施
設

○
事
業
イ
メ
ー
ジ

※
誘
導
施
設
の
交
付
対
象
事
業
費
の
上
限
は
原
則
２
１
億
円

2
0
7

※
都
市
機
能
誘
導
区
域
の
面
積
の
市
街
化
区
域
等
の
面
積
に
占
め
る
割
合
が
５
０
％
以
上

の
場
合
は
、
交
付
率
を
５
０
％
か
ら
４
５
％
と
す
る
。
（
経
過
措
置
あ
り
）

※
注
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都
市
機
能
立
地
支
援
事
業

○
国
か
ら
の
支
援
の
イ
メ
ー
ジ

②
複
数
の
敷
地
の
集
約
・
整
序
を
行
い
、
土
地
を
有

効
利
用
し
、
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
を
整
備

細
分
化
さ
れ
た
敷
地
に

建
築
物
が
立
地

敷
地
を
集
約
し
、

医
療
施
設
を
整
備

①
低
・
未
利
用
地
を
活
用
し
、
土
地
を
有
効
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
を
整
備

ま
ち
な
か
に

低
・
未
利
用
地
が
存
在

低
・
未
利
用
地
を
活
用

し
、
教
育
施
設
を
整
備

③
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
コ
ン
バ
ー

ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
を
整
備

核
テ
ナ
ン
ト
が
撤
退
し
、

空
き
フ
ロ
ア
が
存
在

既
存
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
し
、

子
育
て
支
援
施
設
や

社
会
福
祉
施
設
等
を
整
備

④
中
心
拠
点
の
核
の
形
成
に
向
け
て
、
生
活
に

必
要
な
都
市
機
能
を
複
合
整
備

民
間
事
業
者
が
病
院
と
看
護
学
校
を

複
合
整
備
し
、
都
市
機
能
を
確
保

・
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
が
国
か
ら
の
支
援
額
と
な
る
。

・
補
助
対
象
事
業
費
に
算
入
で
き
る
専
有
部
整
備
費
は

2
3
％
相
当
に
限
る
。

・
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
補
助
基
本
額
（
設
計
費
・
賃
借
料
以
外
）
の
か
さ
上
げ
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
負
担
を

軽
減
可
能
。

生
活
拠
点
区
域

都
市
機
能
誘
導

区
域

居
住
誘
導
区
域

都
市
再
生
整
備

計
画
区
域

中
心
拠
点
区
域

公
共
交
通

駅

通
常
の
場
合 国
費
対
象

（
B
）

民
間

民
間

1
/2

1
/3

1
/2

地
方
公
共
団
体

か
ら
の
支
援
額

（A
）

か
さ
上
げ
に
該
当
す
る

事
業
の
場
合

2
/3

国
費
対
象

（B
）

民
間

民
間

2
/5

1
/5

2
/5

補 助 基 本 額

○
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
支
援
と
し
て
、
民
間
事
業
者
に
対
す
る
公
有
地
等

賃
料
の
減
免
や
固
定
資
産
税
等
の
減
免
等
を
実
施
。

○
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
（医
療
・
社
会
福
祉
・
教
育
文
化
）
を
都
市
機
能

誘
導
区
域
内
へ
誘
導
す
る
た
め
、
都
市
機
能
整
備
を
実
施
す
る
民
間
事
業

者
に
対
し
、
国
か
ら
直
接
支
援
。
（
補
助
率
５
０
％
）

○
「
①
低
・未
利
用
地
の
活
用
」「
②
複
数
の
敷
地
の
集
約
・整
序
」「
③
既
存

ス
ト
ッ
ク
の
活
用
」
「
④
都
市
機
能
の
複
合
整
備
」を
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、

交
付
対
象
事
業
費
の
か
さ
上
げ
を
行
い
、
民
間
負
担
を
軽
減
。

病
院

看
護
学
校

※
都
市
機
能
誘
導
区
域
の
面
積
の
市
街
化
区
域
等
の
面
積
に
占
め
る
割
合
が
５
０
％
以
上
の
場
合
は
、

交
付
率
を
５
０
％
か
ら
４
５
％
と
す
る
。
（
経
過
措
置
あ
り
）
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型
タ
イ
プ

概
要

新
築

o
r改
修

優
良
再
開

発
型

共
同
化
タ
イ
プ

住
宅
等
の
地
権
者
が
敷
地
の
共
同
化
を
行
い
建
築
物
を
整
備
す
る
事

業
（
任
意
の
再
開
発
）

新
築

市
街
地
環
境
形
成
タ
イ
プ

地
区
計
画
・
建
築
協
定
の
区
域
内
で
協
調
的
な
建
築
物
を
整
備
す
る
事

業
等

新
築

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
タ
イ
プ

区
分
所
有
者
に
よ
る
老
朽
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
を
行
う
事
業

新
築

市
街
地
住

宅
供
給
型

中
心
市
街
地
共
同
住
宅

供
給
タ
イ
プ

中
心
市
街
地
に
お
け
る
優
良
な
共
同
住
宅
の
供
給
を
行
う
事
業

新
築

既
存
ス
ト
ッ

ク
再
生
型

－
既
存
建
築
物
ス
ト
ッ
ク
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
性
能
、
省
エ
ネ
性
能
等
の
向
上
、

津
波
避
難
ビ
ル
へ
の
改
修
を
行
う
事
業

改
修

都
市
再
構

築
型

人
口
密
度
維
持
タ
イ
プ

ま
ち
の
拠
点
と
な
る
エ
リ
ア
に
医
療
・
商
業
等
の
施
設
を
整
備
す
る
事
業

新
築
・
改
修

高
齢
社
会
対
応
タ
イ
プ

駅
等
に
近
接
し
た
高
齢
者
が
交
流
す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業

新
築
・
改
修

市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
、
良
好
な
市
街
地
住
宅
の
供
給
、
防
災
拠
点
の
整
備
等
に
資
す
る
た
め
、
土
地
の
利
用
の
共
同
化
、
高
度
化
等
に
寄

与
す
る
優
良
建
築
物
等
の
整
備
を
行
う
。

補
助
対
象

事
業
概
要

事
業
イ
メ
ー
ジ

協
調
的
設
計
に
よ
る

良
好
な
ま
ち
な
み
形
成

市
街
地
環
境
形
成
タ
イ
プ

建
築
協
定
,地
区
計
画
等
に

よ
る
市
街
地
整
備

敷
地
内
の
公
共
通
路
整
備

既
存
ス
ト
ッ
ク
再
生
型

（
既
存
ス
ト
ッ
ク
を
、
現
在
の
居
住
ニ
ー
ズ

等
に
あ
っ
た
ス
ト
ッ
ク
に
改
修
）

優
良
再
開
発
型

（
既
存
市
街
地
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
）

中
活
法
に
よ
る
認
定
エ
リ
ア
内
に
住
宅
供
給

中
心
市
街
地
共
同
住
宅

供
給
タ
イ
プ

小
さ
な
敷
地
が

集
ま
り
共
同
化

老
朽
化
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え

階
段
室
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
タ
イ
プ

区
分
所
有
建
物
を

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
す
る
場
合

共
同
化
タ
イ
プ
（
任
意
の
再
開
発
）

市
街
地
住
宅
供
給
型

（
住
宅
の
供
給
を
促
進
）

都
市
再
構
築
型

（
都
市
機
能
の
誘
導
）

低
未
利
用
地
を
活
用
し

て
誘
導
施
設
を
整
備

既
存
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
し

て
誘
導
施
設
を
整
備

補
助
要
件

施
行
者

補
助
率

対
象
地
域

国
：1

/3
、
地
方
：
1

/3
、
民
間
事
業
者
等
：1

/3
等

地
方
公
共
団
体
、
都
市
再
生
機
構
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
民
間

事
業
者

等

三
大
都
市
圏
の
既
成
市
街
地
等
、
近
郊
整
備
地
帯
等
、
都
市
開
発

区
域
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
、
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
区

域
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
の
中
心
拠
点
区
域
又
は
生
活
拠
点

区
域

等

■
事
業
要
件

・
地
区
面
積
が
概
ね

1
,0

0
0
㎡
以
上

※
１

・
一
定
以
上
の
空
地
確
保
、
一
定
の
接
道
要
件
の
確
保

等

■
補
助
対
象
費
用

①
調
査
設
計
計
画

②
土
地
整
備
（除
去
費
等
）

③
共
同
施
設
整
備
（共
用
通
行
部
分
、
空
地
等
の
整
備
）

・
市
街
地
総
合
再
生
計
画
等
に
係
る
も
の
は
概
ね

5
0

0
㎡
以
上

・
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
複
数
地
区
の
面
積
合
計
が
概
ね

1
,0

0
0
㎡
以
上

・
既
存
ス
ト
ッ
ク
再
生
型
及
び
都
市
再
構
築
型
の
場
合
は
概
ね

3
0

0
㎡
以
上

等

※
２
都
市
再
構
築
型
の
場
合
、
上
記
に
加
え
、
一
定
の
用
地
取
得
費
及
び
誘
導

施
設
に
か
か
る
専
有
部
整
備
費
も
補
助
対
象
と
な
る
。

優
良
建
築
物
等
整
備
事
業
の
概
要
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市
街
地
再
開
発
事
業
の
概
要

１
．
制
度
の
目
的

市
街
地
の
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
を
図
る
た
め
、
建
築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
並
び
に
公
共
施
設
の

整
備
を
行
う
（
都
市
再
開
発
法

昭
和
４
４
年
施
行
）
。

一
般
的
な
市
街
地
再

開
発
事
業
の
イ
メ
ー
ジ


敷
地
等
を
共
同
化
し
高
度
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
共
施
設
用
地
を
生
み
出
す


従
前
権
利
者
の
権
利
は
、
等
価
で
新
し
い
再
開

発
ビ
ル
の
床
に
権
利
変
換
に
よ
り
、
置
き
換
え
ら

れ
る
（権
利
床
）


高
度
利
用
に
よ
っ
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
床

（
保
留
床
）
を
処
分
し
て
事
業
費
に
充
て
る

高
度
利
用
に
よ
り

生
じ
た
保
留
床
を

処
分

→
建
設
費
等
の
事

業
資
金
を
回
収

※
H

2
2
年
度
よ
り
、
原
則
と
し
て
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
に
て
実
施

２
．
事
業
の
仕
組
み

３
．
施
行
者

個
人
施
行
者
、
市
街
地
再
開
発
組
合
、
再
開
発
会
社
、
地
方
公
共
団
体
、
都
市
再
生
機
構
等

４
．
地
区
要
件

都
市
局
：
原
則
１

h
a
以
上
（た
だ
し
、

0
.5

h
a
、

0
.2

h
a
、

0
.1

5
h
a
以
上
の
緩
和
措
置
あ
り
）

住
宅
局
：
組
合
・再
開
発
会
社
施
行
は
、

0
.5

h
a
以
上
（一
定
の
要
件
に
該
当
す
れ
ば

0
.1

h
a
以
上
）

個
人
・
機
構
・
公
社
施
行
は
０
．
１

h
a
以
上

５
．
交
付
対
象
及
び
国
費
率

(1
)交
付
対
象

・
調
査
設
計
計
画
費

・
土
地
整
備
費
（補
償
費
、
除
却
費
等
）

・
共
同
施
設
整
備
費

(2
)国
費
率

１
／
３

（
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
の
補
助
す
る
額
の
１
／
２
以
内
）

共
同
施
設
整
備
費
の
対
象
の
イ
メ
ー
ジ

住
戸
専
用
部
分

（補
助
対
象
外
）
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市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
主
な
租
税
特
別
措
置

地
区
外
転
出
者

①
所
得
税
、
法
人
税

・代
替
資
産
取
得
の
特
例
又
は

5
0

0
0

万
円
特
別
控
除

(第
一
種
事
業
の
場

合
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る

転
出
等
に
限
る
｡ )

・地
方
公
共
団
体
買
取
時
等
の

2
,0

0
0

万
円
特
別
控
除
（第
一
種
）

・市
街
地
再
開
発
促
進
区
域
内
の
買

取
請
求
時
の

1
,5

0
0
万
円
特
別
控
除

（第
一
種
）

・組
合
等
買
取
時
の
軽
減
税
率
の
特

例
（第
一
種
）

②
不
動
産
取
得
税

・代
替
資
産
に
つ
い
て
従
前
資
産
額

相
当
分
控
除

①
所
得
税
、
法
人
税

・従
前
資
産
の
譲
渡
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す

・清
算
金
等
に
つ
い
て
代
替
資
産
取
得
の
特
例
又
は
5,
00
0万

円
特
別
控
除

②
法
人
税
、
法
人
住
民
税
、
事
業
税

・グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
の
適
用
者
に
権
利
変
換
に
よ
る
権
利
変

動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
課
税
の
繰
り
延
べ
の
継
続

③
登
録
免
許
税

・事
業
の
施
行
の
た
め
必
要
な
登
記
に
つ
い
て
非
課
税

④
不
動
産
取
得
税

・課
税
標
準
の
算
定
に
お
い
て
従
前
資
産
の
価
額
割
合
相
当

分
控
除

⑤
固
定
資
産
税
（対
象
：権
利
床
取
得
者
）

・床
面
積
が

5
0
㎡
以
上
（借
家
は

4
0
㎡
以
上
）2

8
0
㎡
以
下
で

あ
る
権
利
床
の
う
ち
住
宅
居
住
用
は
２

/ ３
を
、
住
宅
非
居
住

用
・非
住
宅
は
、
第
一
種
事
業
の
場
合
は
１

/ ４
を
、
第
二
種

事
業
の
場
合
は
１

/ ３
を
、
新
築
後
５
年
間
減
額

①
所
得
税
、
法
人
税

・三
大
都
市
圏
の
既
成
市
街
地
等
の

資
産
を
譲
渡
し
て
施
設
建
築
物
及

び
そ
の
敷
地
を
取
得
し
た
場
合
の

事
業
用
資
産
の
買
換
特
例
（繰
延

割
合

8
0
％
）

②
固
定
資
産
税

・高
度
利
用
地
区
適
合
建
築
物
に
対

す
る
不
均
一
課
税

権
利
床
取
得
者

（対
象
：①
～
⑤
）

個
別
利
用
区
宅
地
取
得
者

（対
象
：①
～
④
）

保
留
床
取
得
者

個
別
利
用
区

保
留
床

権
利
床

（
Ｄ
さ
ん
）

（
Ｘ
さ
ん
）

（
Ｂ
、
Ｃ
さ
ん
）

Ｂ
、
Ｃ
、
Ｘ
さ
ん
の
共
有

公
共
施
設

Ｃ
さ
ん
の
建
物

Ｂ
さ
ん
の
建
物

Ｄ
さ
ん
の
建
物

Ａ
さ
ん
の
建
物

Ｄ
さ
ん
の
土
地

Ｃ
さ
ん
の
土
地

Ｂ
さ
ん
の
土
地

Ａ
さ
ん
の
土
地

地
区
外
転
出
者

（Ａ
さ
ん
）
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目
的
：
人
口
減
少
、
少
子
超
高
齢
化
へ
の
備
え
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
、
中
心
市
街
地
の
衰
退
、
都
市
の
維
持
コ
ス
ト
の
増
大
、
な
ど
都
市
構
造
に
関
す
る
課
題
認
識
が

高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
併
せ
て
、
市
街
地
が
全
面
的
に
拡
が
る
拡
散
型
都
市
構
造
を
見
直
し
、
環
境
負
荷
低
減
型
の
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
へ
の
展
開
を
図
る
。

自
由
通
路

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ

バ
リ
ア
フ
リ
ー
交
通
施
設

自
転
車
駐
車
場

荷
捌
き
駐
車
場

駐
車
場
(P
＆
Ｒ
等
）

路
面
電
車
・バ
ス
等
の

公
共
交
通
の
施
設
（車
両
を
除
く
）

○
補
助
対
象
者
：地
方
公
共
団
体

等
○
補

助
率
：１
／
３
（立
地
適
正
化
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
事
業
１
／
２
）

○
徒
歩
、
自
転
車
、
自
動
車
、
公
共
交
通
な
ど
多
様
な
モ
ー
ド
の
連
携
が
図
ら
れ
た
、
自
由
通
路
、
地
下
街
、
駐
車
場
等
の
公
共
的
空
間
や
公
共
交
通
な
ど

か
ら
な
る
都
市
の
交
通
シ
ス
テ
ム
を
明
確
な
政
策
目
的
の
下
、
都
市
・地
域
総
合
交
通
戦
略
等
に
基
づ
き
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
施
策
と
し
て
総
合
的
に
支
援

都
市
・地
域
交
通
戦
略
推
進
事
業
の
概
要

交
通
結
節
点
整
備

民
間
施
設
と
一
体
と
な
っ
た
待
合
所

交
通
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
推
進

社
会
実
験
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■立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置一覧（平成30年度）

◇計画策定に関する支援措置

事業概要 対象区域 担当課

　立地適正化計画の作成を支援することにより、都市の中心
拠点や生活拠点に生活サービス機能の誘導を図るとともに、
その周辺や公共交通沿線に居住の誘導を図る。
　平成29年度より、PRE活用計画を作成する際の支援対象
に、現行の地方公共団体に加え、地方公共団体と商工会議
所等を含む「協議会」を追加。
　また、計画の作成支援に当たっては、立地適正化計画に持
続可能な都市としてどのような姿を目指すのかを記載するとと
もに、定量的な目標値を記載し、それにより期待される効果を
定量化して計画と併せて公表することを要件化。

都市計画区域内 直接 １／２
国土交通省
都市局
都市計画課

◇都市機能誘導区域内で活用可能又は嵩上げ等のある支援措置

事業概要 対象区域 担当課

　都市機能の集約地域への立地誘導のため、都市の集約化
等に関する計画策定支援、都市のコアとなる施設の移転に際
した旧建物の除却・緑地等整備を支援し、都市機能の移転促
進を図る。
　また、立地適正化計画に跡地等管理区域として位置づけら
れた区域における建築物の跡地等の適正管理に必要な経費
（調査検討経費、専門家派遣経費、敷地整備経費）について
補助を行う。

都市機能誘導区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
都市計画課

　人口減少・高齢社会に対応した持続可能な都市構造への再
構築を図るため、公的不動産の有効活用等により都市機能
（医療・福祉等）を整備する民間事業者等に対して支援し、中
心拠点・生活拠点の形成を推進する。
　平成30年度においては、都市機能誘導区域面積の市街化
区域等面積に占める割合が10％未満の都市については、事
業要件である人口集中地区及び交通に関する要件を緩和す
る。一方、同割合が50％以上の都市は、交付率を50％から
45％へ引き下げる。

都市機能誘導区域内
＋

都市再生整備計画区域内
（※１）

直接 １／２等

国土交通省

都市局
市街地整備課

住宅局
市街地建築課

　都市機能誘導区域内の一定の要件を満たす事業につい
て、国費率の嵩上げ等を行い、都市の再構築に向けた取り組
みを促進する。

都市機能誘導区域内
＋

都市再生整備計画区域内
（※１）

直接
（間接）

４．５／１０
（３／１０）

国土交通省
都市局
市街地整備課

都市再構築
戦略事業

　人口減少・高齢社会に対応した持続可能な都市構造への再
構築を図るため、公的不動産の有効活用等により都市機能
（医療・福祉等）を整備する民間事業者等に対して支援し、中
心拠点・生活拠点の形成を推進する。
　平成30年度においては、都市機能誘導区域面積の市街化
区域等面積に占める割合が10％未満の都市については、事
業要件である人口集中地区及び交通に関する要件を緩和す
る。一方、同割合が50％以上の都市は、交付率を50％から
45％へ引き下げる。

都市機能誘導区域内
＋

都市再生整備計画区域内
（※１）

直接
（間接）

１／２等
（１／３等）

国土交通省
都市局
市街地整備課

　防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街
地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、街
区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における
街区再生・整備による都市機能更新等を推進するため施行す
る土地区画整理事業等の支援を行う。
　また、都市機能誘導区域内の事業について、交付率の嵩上
げ等により都市構造の再構築に向けた取り組みの支援を強
化する。
　平成30年度においては、「空間再編賑わい創出事業」を交
付対象に追加する。

都市機能誘導区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
市街地整備課

　事業計画において誘導施設整備区（仮称）を定め、空き地等
を集約し、集約した土地に医療・福祉施設等の誘導施設の整
備を図る土地区画整理事業（「空間再編賑わい創出事業」）を
創設し、必要な手法を整備するとともに交付金（都市再生区
画整理事業）及び都市開発資金貸付金（土地区画整理事業
融資）により支援を行うことで、土地の有効利用によるコンパ
クトシティ形成を推進する。

都市機能誘導区域内
直接

（間接）
１／２

国土交通省
都市局
市街地整備課

〔予算措置〕

事業名

空間再編賑わい創出事業

〔予算措置〕

事業名 対象区域内の補助率

集約都市形成支援事業
（コンパクトシティ形成支援事業）

対象区域内の補助率

集約都市形成支援事業
（コンパクトシティ形成支援事業）

都市機能立地支援事業

都市再生整備計画事業

都市再生区画整理事業
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　土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図
るため、敷地の統合、不燃共同建築物の建築及び公共施設
の整備を行う。
　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業を
補助対象に追加し、面積要件の緩和や交付対象額の嵩上げ
等により支援を行う。

都市機能誘導区域内
直接
間接

１／３

国土交通省

都市局
市街地整備課

住宅局
市街地建築課

　密集市街地の改善整備を図るため、老朽化した建築物を除
却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。
　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、都市機能誘導区域において一定の要件を満たす事業等
について、交付対象額の嵩上げ等により支援を行う。

都市機能誘導区域内
直接
間接

１／３

国土交通省

都市局
市街地整備課

住宅局
市街地住宅整備室

　防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策
課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再
開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行うこと
により、事業の緊急的な促進を図る。
　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件
を満たす区域を追加。

都市機能誘導区域内 直接 3%,5%,7%

国土交通省

都市局
市街地整備課

住宅局
市街地建築課

　市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資
するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良
建築物等の整備を行う事業に対する支援を行う。
　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件
を満たす区域を追加する。また、都市機能誘導区域において
一定の要件を満たす事業について、交付対象事業費の嵩上
げ等の支援を行う。

都市機能誘導区域内
直接

（間接）
1/2

（1/3）

国土交通省
住宅局
市街地建築課

　既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の
更新、街なか居住の推進等を図るため、住宅や公共施設の
整備等を総合的に行う事業に対する支援を行う。

都市機能誘導区域内
（※２）

直接
（間接）

1/2　等
（1/3）

国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室

　快適な居住環境の創出、都市機能の更新等を目的として実
施する住宅市街地総合整備事業等の実施に伴って住宅等
（住宅、店舗、事務所等）を失う住宅等困窮者に対する住宅等
の整備を行う事業に対する支援を行う。

都市機能誘導区域内
（※２）

直接
（間接）

1/2　等
（1/3　等）

国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室

　高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者等の
社会参加を促進するため、市街地における高齢者等の快適
かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者等の
利用に配慮した建築物の整備等を促進する。
　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、支援対象区域に都市機能誘導区域において一定の要件
を満たす区域を追加。

都市機能誘導区域内
（※２）

直接
間接

１／３
国土交通省
住宅局
市街地建築課

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業
（「サービス付き高齢者向け住宅」に併設される高齢者生活支
援施設の供給促進のため、都市機能誘導区域において一定
の要件を満たす事業については補助限度額の引き上げ等を
行い、整備を支援する。）
②スマートウェルネス拠点整備事業
（高齢者等の居住の安定確保や健康の維持・増進の取組み
の促進等を目的として住宅団地に併設される生活支援・交流
施設の供給促進のため、都市機能誘導区域において一定の
要件を満たす事業については補助限度額の引き上げ等を行
い、整備を支援する。）

都市機能誘導区域内
（※２）

間接

①
１／１０
１／３

②
１／３

国土交通省
住宅局
安心居住推進課

　民間の知恵・人的資源等を引き出す先導的な都市施設の整
備・管理の普及を図るため、都市機能誘導区域等における計
画・協定に基づく社会実験等を支援し、持続可能なまちづくり
活動の実現と定着を図る。

都市機能誘導区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　都市再生機構において、低未利用地の有効利用の促進及
び都市再生に民間を誘導するための条件整備として行う既成
市街地の整備改善のため、土地区画整理事業や防災公園街
区整備事業等の手法により低未利用地の有効利用や都市の
防災性の向上を図るべき地区等において、計画策定、事業化
に向けたコーディネート等を行う。また、立地適正化計画制度
によるコンパクトなまちづくりの推進に向けた都市機能誘導の
促進のため、都市機能の立地に至るまでのコーディネート等
を行う。

都市機能誘導区域内
（※２）

直接 １／２　等
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

住宅市街地総合整備事業
（拠点開発型）

市街地再開発事業

防災街区整備事業

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地総合整備事業
（都市再生住宅等整備事業）

バリアフリー環境整備促進事業

スマートウェルネス住宅等推進事業

民間まちづくり活動促進
・普及啓発事業

都市再生コーディネート等推進事業
【都市再生機構による支援】
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　現行では、下水道法に規定する「浸水被害対策区域」
において、下水道管理者及び民間事業者等が連携し
て、浸水被害の防止を図ることを目的に、地方公共団体
による下水道施設の整備、民間事業者等による雨水貯
留施設等の整備に係る費用の補助を行っている。
　平成29年度より、対象となる地区に、都市再生特別措
置法に基づく立地適正化計画に定められた「都市機能
誘導区域」を追加。
（ただし、市街地の形成に合わせて下水道を新規に整備
する区域であって、市町村の総事業費が増大しないもの
に限る。）
　また、補助対象範囲に、民間事業者等が特定地域都
市浸水被害対策計画に基づき整備する雨水浸透施設を
追加。

都市機能誘導区域内 直接 １／２　等

国土交通省
水管理・国土保全
局
下水道部
流域管理官

事業概要 対象区域 担当課

　立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内におけ
る都市開発事業（誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の
増進に寄与する施設を有する建築物の整備）であって、国土
交通大臣認定を受けた事業に対し、（一財）民間都市開発推
進機構（民都機構）が出資を実施。
　また、当該認定事業（誘導施設を有する建築物の整備に関
するものに限る。）については、公共施設等+誘導施設の整備
費を支援限度額とする。

都市機能誘導区域内 － －
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　①地域の生活に必要な都市機能の増進又は②都市の環
境・防災性能の向上に資する民間都市開発事業の立ち上げ
を支援するため、民都機構が当該事業の施行に要する費用
の一部を負担し、民間事業者とともに自ら当該事業を共同で
施行し、これにより取得した不動産を長期割賦弁済又は一括
弁済条件で譲渡する。
　都市機能誘導区域内で行われる認定事業（誘導施設を有す
る建築物の整備に関するものに限る。）については、公共施
設等+誘導施設の整備費を支援限度額とする。
　平成30年度においては、建物竣工後に事業者へ譲渡せず、
民都機構が公共公益施設等の持分を一定期間保有しながら
自治体等へ賃貸する、「公民連携促進型」を同機構の業務に
追加する。これにより、自治体の費用負担を平準化させ、民
間事業者のリスクを軽減することで、民間都市開発事業によ
る公共公益施設等の更新・再編等を加速する。

都市機能誘導区域内 － －
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境
の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う
都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う、地方公
共団体に対する無利子貸付制度

都市機能誘導区域内 － －
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　都市再生機構において、まちの拠点となる区域での土地の
集約化等権利調整を伴う事業を行うことにより、まちなか再生
やまちなか居住の用に供する敷地の整備及び公益施設等の
施設整備を促進。

都市機能誘導区域内
（※２）

－ －
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　都市再生機構において、土地区画整理事業、市街地再開発
事業等の都市機能更新事業を行うことにより、都市機能の更
新を促進。

都市機能誘導区域内
（※２）

－ －
国土交通省
都市局
まちづくり推進課

　四大都市圏等の既成市街地において、大規模工場跡地等
の用地先行取得や民間事業者による良質な賃貸住宅の供給
支援等により、都市再生に必要な市街地住宅の整備を推進
し、民間を都市再生に誘導するとともに、リニューアル、建替
等を複合的に活用したストックの再生や、地域施策と連動した
ストックの有効活用を行い、都市再生機構の既存賃貸ストック
の有効活用を図る。

都市機能誘導区域内 － －

国土交通省
住宅局
総務課民間事業支
援調整室

対象区域内の補助率

まち再生出資
【民都機構による支援】

共同型都市再構築
【民都機構による支援】

（都市再生機構出資金）
都市・居住環境整備推進出資金

＜まちなか再生・まちなか居住推進
型＞

（都市再生機構出資金）
都市・居住環境整備推進出資金

＜都市機能更新型＞

（都市再生機構出資金）
都市・居住環境整備推進出資金

＜居住環境整備型＞

※１：区域について別途要件があります。詳細は「都市機能立地支援事業・都市再構築戦略事業パンフレット」にてご確認ください。
※２：区域について別途要件があります。
→鉄道若しくは地下鉄の駅から半径１ｋｍの範囲内又はバス若しくは軌道の停留所・停車場から半径500ｍの範囲内（いずれもピーク時運行本数（片道）が３本以上）等

都市環境維持・改善事業資金融資

特定地域都市浸水被害対策事業

〔金融措置〕

事業名
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◇居住誘導区域内等で活用可能又は嵩上げ等のある支援措置

事業概要 対象区域 担当課

　地方公共団体等が市民緑地契約等に基づく緑地等の利用
又は管理のために必要な施設整備を行うことで、低・未利用
地における外部不経済の発生を防ぐとともに、地域の魅力向
上を図るため、低・未利用地を公開性のある緑地とするため
の取組に対して支援を行う事業である。原則面積要件は２ｈａ
以上であるが、居住誘導区域等においては０．０５ｈａ以上に
緩和している。
　平成29年度より、都市公園が未だ不足している地域におい
て、土地所有者の協力の下、民間主体が空き地等を公園的
な空間として整備・公開する取組を推進する市民緑地認定制
度を活用し、緑地保全・緑化推進法人が行う園路・広場等の
施設整備に対しても支援を実施。

居住誘導区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
公園緑地・景観課緑
地環境室

　既設建築物等のストックを活用した都市環境の改善を図る
ため、公共公益施設の緑化や、公開性を有する建築物等の
緑化に対して支援を行う。
　また、平成28年度より、広場空間における地域防災計画等
に位置づけられた機能に必要な施設の整備や空き地等にお
ける延焼防止のための緑地整備に対しても支援を実施。

居住誘導区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
公園緑地・景観課
緑地環境室

　防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策
課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再
開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行うこと
により、事業の緊急的な促進を図る。
　支援対象区域に居住誘導区域内において一定の要件を満
たす区域を追加。

居住誘導区域内 直接 3%,5%,7%

国土交通省

都市局
市街地整備課

住宅局
市街地建築課

　公営住宅を除却し、居住誘導区域内に再建等する場合、公
営住宅整備事業において、除却費等に対する補助を行う。

居住誘導区域内 直接 原則50%等
国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

　居住誘導区域外や、居住誘導区域内（教育・学習又は防災
に係る計画等の位置づけがある生産緑地の買取り申出に基
づき農地の買取りを行う場合に限る）において市民農園整備
の交付対象事業要件の緩和（原則面積０．２５ｈａ以上を０．０

５ｈａ以上※に引き下げ）を行い、まちの魅力・居住環境の向上
を図ることや郊外部において都市的土地利用の転換を抑制
し、緑と農が調和した低密度な市街地の形成に寄与する。
　※平成29年度より、条例で生産緑地の規模に関する条件が
定められている場合にあっては、０．０３ha以上０．０５ha未満
の範囲内で当該条例で定める規模まで面積要件を緩和。

居住誘導区域内外 直接
１／２（施設）
１／３（用地）

国土交通省
都市局
公園緑地・景観課
緑地環境室

　多様な主体の連携・協働により、居住機能の集約化等とあ
わせた子育て支援施設や福祉施設等の整備を進め、地域の
居住機能を再生する取組みを総合的に支援する。公的賃貸
住宅の管理戸数の要件は、原則概ね1,000戸以上としている
が、整備地区が三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等
以外の居住誘導区域内等に存する場合には、管理戸数の合
計が概ね100戸以上であることに緩和している。

居住誘導区域内 直接 1/2等
国土交通省
住宅局
住宅総合整備課

　良好な居住環境を有するものの急激な高齢化や空き家の
発生等が見込まれる住宅団地について、将来にわたり持続
可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ス
トックを活用した高齢者・子育て世帯の生活支援施設等の整
備、若年世帯の住替えを促進するリフォーム等を行う事業に
対する支援を行う。

都市機能誘導区域
又は居住誘導区域内

直接
（間接）

1/3　等
（1/3）

国土交通省
住宅局
市街地住宅整備室

事業概要 対象区域 担当課

　平成29年度より、コンパクトシティ形成等の施策を実施して
いる地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共
団体による住宅の建設・取得に対する財政的支援とあわせ
て、住宅金融支援機構によるフラット35の金利を引き下げる。
【支援内容】居住誘導区域内における新築住宅・既存住宅の
取得に対し、住宅ローン（フラット３５）の金利引下げ（ 当初５
年間、▲0.25％引下げ）

居住誘導区域内 － －

国土交通省
住宅局
総務課民間事業支
援調整室

地域居住機能再生推進事業

〔金融措置〕

事業名 対象区域内の補助率

フラット３５地域活性化型
（住宅金融支援機構による支援）

住宅市街地総合整備事業
（住宅団地ストック活用型）

市民農園等整備事業

〔予算措置〕

事業名 対象区域内の補助率

市民緑地等整備事業

ストック再生緑化事業

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

公営住宅整備事業
（公営住宅の非現地建替えの支援）
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◇立地適正化区域内で活用可能な支援措置

事業概要 対象区域 担当課

　都市構造の再構築を進めるため、立地適正化計画に位置
づけられた公共交通等の整備について重点的に支援を行う。
（居住誘導区域内で、人口密度が40人/ha以上の区域で行う
事業、居住誘導区域外で行う施設整備で、都市機能誘導区
域間を結ぶバス路線等の公共交通にかかるもの等）

立地適正化計画区域内
直接

（間接）
１／２

（１／３）

国土交通省
都市局
街路交通施設課

　地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等に基づく
協議会等に対して、都市構造の再構築を進めるため、立地適
正化計画に位置づけられた公共交通等の整備について重点
的に支援を行う。
（居住誘導区域内で、人口密度が40人/ha以上の区域で行う
事業、居住誘導区域外で行う施設整備で、都市機能誘導区
域間を結ぶバス路線等の公共交通にかかるもの等）

立地適正化計画区域内 直接 １／２
国土交通省
都市局
街路交通施設課

　老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の
整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物
の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。

（除却事業タイプ）
居住誘導区域外

（活用事業タイプ）
居住誘導区域内

直接
（間接）

除却タイプ
１／２

（１／２）

活用タイプ
１／２

（１／３）

国土交通省
住宅局
住宅総合整備課
住環境整備室

◇立地適正化計画を策定する都市において活用可能な支援措置

事業概要 対象区域 担当課

　地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に
対応し、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再
編を図る。

立地適正化計画策定都市 直接 １／２
国土交通省
都市局
公園緑地・景観課

◇立地適正化計画に関連する地方財政措置

事業概要 措置内容 担当課

公共施設等総合管理計画に基づき実施される事業であって、
①個別施設計画に位置付けられた公共施設等の集約化・複
合化事業
②立地適正化計画に基づく地方単独事業
等に対し、元利金の償還に対し地方交付税措置のある地方
債措置等を講じる。
平成30年度から、立地適正化計画に基づく地方単独事業等
について、財政力に応じて交付税措置率の引き上げ（30％～
50％）を行う。

①充当率９０％、
　交付税算入率５０％
②充当率９０％、
　交付税算入率３０％（～５
０％）
等

総務省
自治財政局
財務調査課

事業名 措置期間

公共施設等の適正管理に係る
地方財政措置

（公共施設等適正管理推進事業債）

①、②平成２９年度から平
成３３年度まで（５年間）
等

空き家再生等推進事業

〔予算措置〕

事業名 対象区域内の補助率

都市公園ストック再編事業

〔地方財政措置〕

都市・地域交通戦略推進事業
（補助金）

〔予算措置〕

事業名 対象区域内の補助率

都市・地域交通戦略推進事業
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平成26年8月1日時点版

「都市再生特別措置法」に基づく
立地適正化計画概要パンフレット

お問い合わせ先

※立地適正化計画と連携して地域公共交通の再編を検討する場合は、下記窓口へのお問い合わせも可能です。

○国土交通省 都市局 都市計画課 ℡：03-5253-8111（内線32685）

【問い合わせ窓口】

【制度問い合わせ窓口】

○北海道運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：011-290-2721

○東北運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：022-791-7507

○関東運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：045-211-7209

○北陸信越運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：025-285-9151

○中部運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：052-952-8006

○近畿運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：06-6949-6409

○中国運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：082-228-8701

○四国運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：087-835-6356

○九州運輸局 企画観光部 交通企画課
℡：092-472-2315

○沖縄総合事務局 運輸部 企画室
℡：098-866-1812

○国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通計画課
℡：03-5253-8275

○北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 ℡：011-738-0234
○東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 ℡：022-225-2016
○関東地方整備局 建政部 都市整備課 ℡：048-600-1907
○北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 ℡：025-280-8755
○中部地方整備局 建政部 都市整備課 ℡：052-953-8573
○近畿地方整備局 建政部 都市整備課 ℡：066-942-1081
○中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 ℡：082-511-6194
○四国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 ℡：087-811-8315
○九州地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 ℡：092-471-6331
○沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課 ℡：098-866-1910
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我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子

育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持

続可能な都市経営を可能とすることが、大きな課題です。

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民

が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体

の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。

都市再生特別措置法は、こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパ

クトなまちづくりに取り組んでいただくため、改正されました。

コンパクトなまちづくり、はじめてみませんか？

-6--1-

立地適正化計画制度の意義と役割

法改正の背景

都市全体を見渡したマスタープラン 都市計画と公共交通の一体化

市街地空洞化防止のための選択肢

※公的不動産(PRE)：市町村が所有する公共施設や公有地等

まちづくりへの公的不動産の活用

居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコ

ンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連

携により、『コンパクトシティ・プラス・ネッ

トワーク』のまちづくりを進めます。

財政状況の悪化や施設の老朽化等を背景とした、

公的不動産の見直しと連携し、将来のまちの

あり方を見据えた公共施設の再配置や公的不動産

を活用した民間機能の誘導を進めます。

一部の機能だけではなく、居住や医療・福祉・

商業、公共交通等のさまざまな都市機能と、

都市全域を見渡したマスタープランとして機能

する市町村マスタープランの高度化版です。

居住や民間施設の立地を緩やかにコントロール

できる、市街地空洞化防止のための新たな選択

肢として活用することが可能です。

立地適正化計画

地域公共交通再編実施計画

連携 好循環を実現

拠点間を結ぶ交通
サービスを充実

拠点エリアにおける
循環型の公共交通

ネットワークの形成

コミュニティバス等
によるフィーダー

(支線)輸送

デマンド型乗合
タクシー等の導入

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

乗換拠点
の整備歩行空間や自転車

利用環境の整備

公共交通沿線
への居住の誘導

立地適正化計画で
誘導策を事前明示
民間が取り組み

やすい環境を整備

都市再生特別措置法に関する支援措置

立地適正化計画に記載された、公的不動産の活用
等と合わせて民間事業者が行う、誘導施設の整備
等に対して、国から直接補助を行う。

都市機能立地支援事業

立地適正化計画に位置付けられた、中心拠点・生
活拠点の形成に資する誘導施設の整備等に対して
国が支援。

都市再構築戦略事業（交付金）

居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における、
一定の要件を満たす景観・歴史的風致形成に資す
る事業に対して国が支援。

集約促進景観・歴史的風致形成促進事業

居住誘導区域内の既存の公共公益施設又は民間建築
物（公開性を有するものに限る）及びその敷地内で
整備される一定の要件を満たす緑化施設の整備に対
して国が支援。

ストック再生緑化事業（交付金）

公営住宅を除去し、居住誘導区域内に再建等する
場合の除却費等を支援対象に追加。

公営住宅整備事業（交付金）

老朽化の著しい住宅が存在する地区における不良
住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却の支援対
象に居住誘導区域外を追加。

空き家再生等推進事業（交付金）

居住誘導区域内外（都市機能誘導区域を除く）に
おいて、生産緑地の買取り申出に基づき農地を買
取り、都市公園として市民農園を整備する際の対
象要件を緩和。

市民農園整備事業（交付金）

低・未利用地における外部不経済の発生を防ぐと
ともに、地域の魅力向上を図るため、居住誘導区
域内における市民緑地を整備する際の対象要件を
緩和。

市民緑地等整備事業（交付金）

都市構造の再構築に取り組む都市における公共交
通の利用環境の充実を重点的に支援し、歩行空間
の整備等を新たに補助対象とする等、公共交通等
への支援を強化。

都市・地域交通戦略推進事業

都市機能誘導区域内において行われる誘導施設又
は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する
施設（寄与施設）を整備する民間都市開発事業に
対して出資。【総事業費の50％又は公共施設等+
誘導施設の整備費又は資本の50％のうち最も少
ない額】

まち再生出資（民間都市開発推進機構）

（金融支援）

都市機能誘導区域 居住誘導区域

立地適正化計画区域

立地適正化計画等の策定、都市の誘導施設の移転
に際した旧建物の除却・緑地等整備を支援。

集約都市形成支援事業（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ形成支援事業）

都市機能誘導区域における、快適な都市空間の形
成・維持等に資する都市利便増進協定等に基づく
施設整備等を含む社会実験等を支援。

民間まちづくり活動促進・普及啓発事業

都市機能誘導区域内の一定の要件を満たす場合、
誘導施設の整備、土地利用の共同化、高度化等を
行う優良建築物等の整備に対して国が支援。

優良建築物等整備事業（交付金）

都市機能誘導区域において一定の要件を満たすも
のについて、交付対象額の嵩上げ等により支援を
強化。

市街地再開発事業・防災街区整備事業（交付金）

都市機能誘導重点地区を重点地区に追加するととも
に、誘導施設が立地する場合、交付限度額に道路用
地費を全額算入。

都市再生区画整理事業（交付金）

都市機能誘導区域内の一定の要件を満たす場合等
において、計画策定コーディネートの実施、政府
出資金を活用した事業用地の先行取得、市街地再
開発事業等の施行等により支援。

都市再生事業等（独立行政法人都市再生機構）

都市機能誘導区域内の一定の要件を満たす場合、居
住の安定確保と健康維持増進に関する取組みが行わ
れる住宅団地等における生活支援・交流施設整備の
支援を強化等。

スマートウェルネス住宅等推進事業
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立地適正化計画の策定にあたっては、市町村や民間事業者、

住民代表などの地域の関係者が活発な議論を交わすと共に、相

互に連携し、それぞれが主体的に取り組むことが重要です。

このため、計画の策定に当たっての協議や計画の実施に係る

連絡調整の場として、「市町村都市再生協議会」を設置するこ

とができます。

また、計画策定に当たっては、公聴会の開催など住民意見を

汲み取ったうえで、都市計画審議会の意見を聴くこととされて

おります。

なお、市町村の内部においても、都市部局だけではなく、医

療・福祉、産業、公共交通、農業、観光、防災、土木等を担当

する他部局と十分な連携や共同での検討を行うことが大切です。

立地適性化計画の策定手続き

住民（公聴会等）

策定・
公表

国交大臣

都道府県

市町村

都市計画審議会

協議会も活用

都市計画において配慮

意見の反映

意見聴取

-5-

特例措置・税制措置

都市機能誘導区域 居住誘導区域

福祉・医療施設等の建替等に際し、市町村は、容
積率や用途制限を緩和する特定用途誘導地区の設
定が可能に。

特定用途誘導地区

● 附置義務駐車施設の集約化が可能に。
● 歩行者の利便・安全確保のため、一定規模以上

の駐車場の設置について、市町村長への事前届
出・勧告の対象に。

駐車場配置適正化区域

誘導施設の区域外での立地について、市町村への
事前届出･勧告対象に

区域外の都市機能立地の緩やかなｺﾝﾄﾛｰﾙ

住宅事業者による都市計画、景観計画の提案制度
の導入（例：低層住居専用地域への用途変更）

都市計画等の提案の特例

●区域外での住宅建築等を、事前届出･勧告の対
象に

●居住調整地域を設定し、開発許可の対象とする
ことも可能に

区域外の居住の緩やかなｺﾝﾄﾛｰﾙ

●不適切な管理がなされている跡地に対する市町
村による働きかけ。

●都市再生推進法人等（NPO等）が跡地管理を行
うための協定制度。

●居住誘導区域には定めることができない。

跡地等管理区域・跡地等管理協定制度

≪税制措置≫

都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特例 ･･･ 80％課税繰り延べ

誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した場合の買換特例

･･･ 軽減税率、居住用資産の100％課税繰り延べ

都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例 ･･･ 軽減税率、1,500万円特別控除

誘導施設とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税及び都市計画税の特例措置

･･･ 5年間4／5に軽減

改正都市再生特別措置法に基づく

立地適正化計画

線引きの場合 非線引きの場合

居住の誘導を図り一定の人口密度の維持を図ることが可能に。

市街化区域

居住誘導区域

都市計画区域

都市計画と民間施設誘導の融合

立地適正化計画策定当時

現在の市街地

居住誘導区域

○年後

○都市計画の見直し
○居住誘導区域の

更なる見直し居住の誘導
が実現

不断の見直し

時間軸をもったアクションプラン

立地適正化計画区域
居住誘導区域

都市機能
誘導区域

地域公共交通

民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに

誘導する仕組みを用意し、インフラ整備や土地

利用規制など従来の制度と立地適正化計画との

融合による新しいまちづくりが可能になります。

立地適正化計画

市町村がまちづくりの担い手として作成

都市計画区域マスタープラン

都道府県が広域的観点から作成

市町村の主体性と都道府県の広域調整

計画の実現には、隣接市町村との協調･連携

が重要です。都道府県は、立地適正化計画

を作成している市町村の意見に配慮し、広

域的な調整を図ることが期待されます。

計画の達成状況を評価し、状況に合わせて、都

市計画や居住誘導区域を不断に見直すなど、時

間軸をもったアクションプランとして運用する

ことで効果的なまちづくりが可能になります。

これまでの制度との違い

改正都市再生特別措置法では、初めて「コンパク

トなまちづくり」と「公共交通によるネットワー

ク」の連携を具体的に措置しました。

また、「コンパクトなまちづくり」を進めるため

には、居住や福祉などの民間の施設や活動が重要で

あることから、都市全体を見渡しながらその誘導を

図ることに、初めて焦点を当てています。

http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-h-jqRxRWp7o/UO6j15wYUUI/AAAAAAAAKmo/KN0WAhYNlDs/s1600/youchien_schoolbus.png
http://1.bp.blogspot.com/-h-jqRxRWp7o/UO6j15wYUUI/AAAAAAAAKmo/KN0WAhYNlDs/s1600/youchien_schoolbus.png
http://4.bp.blogspot.com/-YX1fcwkofmw/UOoiae5WAdI/AAAAAAAAKYc/lZJv6WbGooo/s1600/car_mogura_36.png
http://4.bp.blogspot.com/-YX1fcwkofmw/UOoiae5WAdI/AAAAAAAAKYc/lZJv6WbGooo/s1600/car_mogura_36.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-h-jqRxRWp7o/UO6j15wYUUI/AAAAAAAAKmo/KN0WAhYNlDs/s1600/youchien_schoolbus.png
http://1.bp.blogspot.com/-h-jqRxRWp7o/UO6j15wYUUI/AAAAAAAAKmo/KN0WAhYNlDs/s1600/youchien_schoolbus.png
http://4.bp.blogspot.com/-YX1fcwkofmw/UOoiae5WAdI/AAAAAAAAKYc/lZJv6WbGooo/s1600/car_mogura_36.png
http://4.bp.blogspot.com/-YX1fcwkofmw/UOoiae5WAdI/AAAAAAAAKYc/lZJv6WbGooo/s1600/car_mogura_36.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-7fpj8rbIkYw/UUhhhdZPRWI/AAAAAAAAO74/BnpLP-WFwT4/s1600/train_red.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
http://3.bp.blogspot.com/-B7oe4x6llFw/UUFxol28B7I/AAAAAAAAOyM/UD4uONn35NE/s1600/car_taxi.png
012621
テキスト ボックス
１５

012621
テキスト ボックス
１８



-4--3-

都市機能誘導区域

公共交通軸となるバス路線

市街化区域等

立地適正化計画の策定

特例措置

立地適正化計画には、区域を記載する他、基本的な方針、その他必要な事項を

記載するものとします。

立地適正化計画の区域等

【区域】（必須事項）

・立地適正化計画の区域は、都市計画区域内でなければならず、都市計画区域

全体とすることが基本となります。

・また、立地適正化計画区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定

めると共に、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。

【基本的な方針】（必須事項）

・計画により実現を目指すべき将来の都市像を示すとともに、計画の総合的な達

成状況を的確に把握できるよう、定量的な目標を設定することが望ましいです。

都市機能誘導区域

○区域の設定（必須事項）

・都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活

拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図

る区域です。

○誘導施設（必須事項）

・誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設※です。
※ 居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく

寄与するもの。

居住誘導区域

○区域の設定（必須事項）

・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持す

ることにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘

導すべき区域です。

支援措置・税制措置

都市機能誘導区域関連 居住誘導区域関連

特定用途誘導地区 駐車場配置適正化区域
区域外の都市機能立地の
緩やかなコントロール

都市計画等の提案の
特例

跡地等管理区域・
跡地等管理協定制度

区域外の居住の緩やか
なコントロール

集約促進景観・
歴史的風致形成促進事業

公営住宅整備事業都市機能立地支援事業 都市再構築戦略事業 まち再生出資

跡地等管理区域

○区域の設定（任意事項）

・空き地が増加しつつあるが、相当数の住宅が存在する既存集落や住宅団地等に

おいて、跡地等の適正な管理を必要とする区域です。

駐車場配置適正化区域

○区域の設定（任意事項）

・歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図

るべき区域です。

空き家再生等推進事業

居住誘導区域
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【問い合わせ窓口】 北海道開発局 事業振興部都市住宅課

建政部都市･住宅整備課

建政部都市整備課

建政部都市･住宅整備課

建政部都市･住宅整備課

建政部都市･住宅整備課

建政部都市整備課

開発建設部建設産業･地方整備課

建政部都市整備課

建政部都市整備課

東北地方整備局

関東地方整備局

北陸地方整備局

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

沖縄総合事務局

国土交通省　都市局　市街地整備課

TEL.011-709-2311

TEL.022-225-2171

TEL.048-601-3151

TEL.025-280-8880

TEL.052-953-8119

TEL.06-6942-1141

TEL.082-221-9231

TEL.087-851-8061

TEL.092-471-6331

TEL.098-866-0031

～持続可能な都市構造への再構築を目指して～

都市機能立地支援事業
都市再構築戦略事業
（都市再生整備計画事業の活用）

平成30 年6月
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作成･公表

都市機能立地支援事業と都市再構築戦略事業
　地方都市等においては、人口密度の低下により都市の生活を支える機能（医療・社会福祉・教育文化・子育て支援）
の維持が困難となるおそれがあり、大都市等においては、高齢者の急増に伴う社会福祉等機能へのアクセスを確保する
ため、当該機能の適正立地を図る必要があります。
　このため、まちの活力の維持・増進（都市再生）や持続可能な集約型都市構造への再構築に資する、まちの拠点とな
るエリアにおいて、医療・社会福祉等の都市機能を整備する民間事業者に対し、市町村が公的不動産を安価で賃借させ
る場合等には、「都市機能立地支援事業」による支援が受けられます。
　また、市町村が自ら事業を実施する場合や民間事業者等の整備費を一部負担する場合は、「都市再構築戦略事業」と
して社会資本整備総合交付金による支援が受けられます。
　これらの事業の活用にあたっては、市町村において事業実施に先駆けて「立地適正化計画」を作成し、居住及び都市機
能の適正な立地に向けた方針や区域の設定（居住誘導区域及び都市機能誘導区域）等を定めることが必要となります。

○居住を誘導する区域
○居住を誘導する市町村の施策
（例：まちなか居住への助成、公共交通の確保　等）

○誘導施設 : 医療、福祉、教育文化等の誘導したい機能
○誘導施設を誘導する区域
○誘導施設を誘導する市町村の施策
（例：公的不動産の提供や支援方針、関連施設整備　等）

誘導施設等の整備内容
○“都市再生整備計画” と同内容を記載
※誘導施設と一体的な利用に供される施設、公共公益施設を含む

居住誘導区域

○計画区域
○基本的な方針
○その他必要な事項

都市機能誘導区域

調和・連携

都
市
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン ※誘導施設の整備内容の変更

については、上記手続きの一
部を省略できる

市町村※協議会も活用
住  民

（公聴会等）

都市計画
審議会

国交大臣に提出

都道府県に送付

意見の反映

意見聴取

都市再生整備計画の提出みなし

都市計画において配慮

市町村による必要な勧告、あっせん等

区域外における一定規模以上
の住宅開発の届出対象化

市町村による必要な勧告、あっせん等

区域外における
誘導施設の整備の届出対象化

用途規制・容積率の緩和（都市計画）
その他の特例・支援

都市再生整備計画事業の強化
  ・都市再構築戦略事業（交付金）
  ・都市機能立地支援事業（民間補助） 

立地適正化計画について

作成のプロセス

都市機能立地支援事業（民間事業者等への直接補助）
　都市機能立地支援事業は、市町村又は都道府県が所有する公的不動産の有効活用等により、生活に必要な都市
機能「誘導施設」を民間事業者が整備する際に、市町村による支援に加え、国が民間事業者に対して直接支援す
る個別補助事業です。
　なお、市町村が作成する都市全体の公的不動産の活用方針を記載した「立地適正化計画」に位置づけた誘導施
設で、都市再生整備計画に都市機能立地支援関連事業として、本事業が位置づけられていることが必要です。

　本事業の活用にあたって、国が民間事業者に直接支援する際に、以下の内容を市町村による支援として取り扱う
ことが可能です。また、以下の内容に加えて追加的に市町村から民間事業者に対して現金による支援を行うことも
可能です。
①学校跡地等の公的不動産を活用して都市機能を整備する場合：公有地等の賃料減免額及び譲渡の際の減免額
②民有地等を活用して都市機能を整備する場合：固定資産税及び都市計画税の減免額

◎生活に必要な都市機能（医療・社会福祉・教育文化・子育て支援）を都市機能誘導区域内へ誘導するため、都
市機能整備を実施する民間事業者に対し、国から直接支援。（補助基本額を2/3とし補助率1/2、専有部整備
費については23％相当に限る）
◎交付金事業の間接交付とは異なり、民間事業者に対する公有地等賃料の減免額や固定資産税の減免額等を市町
村の支援額として取り扱うことにより、民間事業者に対して国から直接支援を行うことが可能。
◎「低・未利用地の活用」「複数の敷地の集約・整序」「既存ストックの有効活用」「都市機能の複合整備」等を行
う事業は、交付対象事業費のかさ上げ（設計費・賃借料を除いた額に係数1.20を乗じる措置）を行い、民間負担
を軽減。ここでいう低・未利用地とは、指定容積率の充足率が1/3以下の土地利用を行っているものとします。
◎都市機能誘導区域の外から中へ誘導施設を移転する場合、土地負担の増分の一部を支援。
◎地域特性に応じ、「人口密度維持タイプ」の他、「高齢社会対応タイプ」の実施が可能。
（人口密度維持タイプは、三大都市圏の政令市及び特別区では実施できません。）

都市再構築戦略事業（社会資本整備総合交付金）
　都市再構築戦略事業は、「立地適正化計画」を作成した上で、生活に必要な都市機能を整備することによ
り、都市構造の再構築を図ることを目的とした事業です。都市再生整備計画に以下に示す都市構造の再構築に
向けた市町村の考え方を記載することが必要です。

市町村の支援方法

主な特徴

◎適正な都市機能整備を通じてまちづくりを推進する市町村に対し、交付率をかさ上げして支援。（交付率40％→50％）
なお、都市機能誘導区域の面積の市街化区域等の面積に占める割合が50％以上の場合（当該立地適正化計画
が、平成29年度以前に作成され、かつ、作成の日から起算して５年以内のものである場合を除く）、交付率
45％への引き下げを行っています。
◎特定非営利活動法人等が事業実施主体で、市町村が間接交付を行う場合、「低・未利用地の活用」「複数の敷地
の集約・整序」「既存ストックの有効活用」「都市機能の複合整備」等を行う事業は、交付対象事業費のかさ上
げ（設計費・賃借料を除いた額に係数1.20を乗じた額）を行い、民間負担を軽減。
◎都市機能誘導区域の外から中へ誘導施設を移転する場合、土地負担の増分の一部を支援。
◎地域特性に応じ、「人口密度維持タイプ」の他、「高齢社会対応タイプ」の実施が可能。
（人口密度維持タイプは、三大都市圏の政令市及び特別区では実施できません。）

　都市再生整備計画の作成にあたっては、立地適正化計画でとりまとめた内容をふまえ、「都市全体の再構築方
針」とそれに伴う「都市機能配置の考え方」、「都市の再構築に必要となる誘導施設とその役割」、「都市の再構築
に資するその他事業とその役割」について、わかりやすく記載してください。

都市再生整備計画の作成の考え方

主な特徴

立地適正化計画

【人口密度維持タイプ】

公
共
交
通

　都市全体の観点から、居住機能や社会福祉・医療・教育文化等の都市機能を誘導するための施策、公共交通の充実に
関する施策等について記載した「立地適正化計画」を作成することができます。

1km5km

都市機能誘導区域

対象となる区域

中心拠点区域（都市再生整備計画区域）

生活拠点区域（都市再生整備計画区域）
（DID地区・公共交通圏・公共用地率15％以上）

ピーク時片道３本以上の公共交通

バス等の公共交通

500m

中心拠点誘導施設

100m

生活拠点誘導施設

居住誘導区域

中心拠点誘導施設

・中心拠点区域に接続するバス・鉄軌道の停留所・停車場から半径100ｍの範囲内
・中心拠点区域の中心から半径５ｋｍの範囲内
・市街化区域内、又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内
　ただし、生活拠点区域は、中心拠点区域を設定し、かつ、生活拠点誘導施設の整備を行う場合に限り、その設定ができるものとします。

・人口集中地区（DID）内（今後、直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区と見込まれる区域も含む）※
・鉄道・地下鉄駅から半径１km の範囲内、又はバス・軌道の停留所・停車場から半径 500ｍの範囲内（いずれもピーク時運行本数が片道
３本以上を満たすもの）※

・公共用地率15％以上（今後、公共用地率が 15％以上となることが確実である地域も含む）
※：都市機能誘導区域面積の市街化区域等の面積に占める割合が 10％未満である場合は、要件の緩和を行っています。詳細につきまして
は、「社会資本整備総合交付金交付要綱」をご参照ください。

中心拠点区域の都市機能を公共交通により活用可能な区域で、公共交通の利用促進にもつながる拠点区域

必要な都市機能を誘導し、まちの活力の維持・増進や、持続可能な都市構造の再構築を積極的に図る拠点区域
「中心拠点区域」

「生活拠点区域」

「都市機能立地支援事業」及び「都市再構築戦略事業」の活用にあたって都市機能誘導区域内に設定する区域
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病院
看護学校

病院と看護学校を複合整備し、都市機能
を確保

中心拠点の核の形成に向けて、生活に必要な都市機能
を複合整備

■ 建築物の整備に関する支援要件

1/5

2/5

2/5

・（Ａ）と（Ｂ）のいずれか低い額が国からの支援額になります。
　※都市機能誘導区域の面積の市街化区域等の面積に占める割合が50％以上
　　の場合（当該立地適正化計画が、平成29年度以前に作成され、かつ、
　　作成の日から起算して５年以内のものである場合を除く。）にあっては
　　45/100となります。

・一定の要件に該当する場合、補助基本額（設計費・賃借料以外）
　のかさ上げにより、民間事業者負担を1/3から1/5に軽減可能です。
・専有部整備費については23％相当に限ります。
・用地取得費について、民間の場合は緑地、広場、通路等の公共の用
　に供する敷地に相当する部分に限ります。

通常の場合

設計費、賃借料を除いた額
を1.20倍にかさ上げ

（Ａ）民間事業者に対する公有地等賃料の減免額
や固定資産税等の減免額等及び追加的な現
金による支援額を計上

♦国からの支援イメージ

■ 都市機能立地支援事業における民間事業者等への
　 直接補助について

市町村からの
支援額
（Ａ）

交付対象事業

1/3

2/3

1/2

1/2

補
助
基
本
額

補
助
基
本
額

補
助
基
本
額国費対象

（Ｂ）

民間

民間

国費対象
（Ｂ）

かさ上げに該当する
事業の場合

民間

民間

　建築物（高次都市施設・誘導施設、提案事業）の整備につ
いては、以下の全ての条件を満たす場合のみ支援が受けられ
ます。（民間施設を除く）

１．維持管理費を算出し国へ提出していること
２．以下の １）～ ４）いずれかに合致すること
 １）郊外からまちなかへの移転
 ２）施設の統廃合
　　３）他の施設との合築
　　４）公共施設等総合管理計画を策定済みであり、個
　　　　別施設計画又はまちづくりのための公的不動産
　　　　有効活用ガイドラインに基づく計画への当該施
　　　　設整備の明確な位置付けがなされていること。
３．三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこと
４．他省庁の補助制度がないこと　

※

公共交通
 

乳幼児一時預かり施設（厚生労働省によ
る一時預かり事業実施要綱に定める基準
に則って施設を整備・運営するものに限
る）及びこども送迎センター（厚生労働
省による広域的保育所等利用事業実施要
綱に定める基準に則って施設を整備・運
営するものに限る）

高等学校
義務教育学校

中等教育学校
特別支援学校

学校教育法第1条

学校教育法第124条
学校教育法第134条
図書館法第2条
博物館法第2条第1項、博物館法第29条

大学
高等専門学校
専修学校
各種学校
図書館
博物館・博物館相当施設

対象施設 施設名 法的位置づけ

3) 教育文化施設

4) 子育て
　 支援施設

診療所

調剤薬局

病院（特定機能病院及び地域医療支援病
院を除く）

1) 医療施設

2) 地域交流センター 高次都市施設に定める地域交流センター

法的位置づけ対象施設 施設名

医療法第1条の5

医療法第1条の2

駅

・中心拠点区域内において整備する次の施設が対象になります。
♦中心拠点誘導施設 ♦生活拠点誘導施設

・生活拠点区域において整備する次の施設が対象となります。
・また、生活拠点誘導施設の整備は、公共交通利用者が安全・快
適に利用することができる施設の整備（待合スペース、情報
板、駐輪場等）を併せて行うことが必要です。

※誘導施設として医療施設又は社会福祉施設を整備する場合にあっては、
医療計画、子ども・子育て支援事業計画等と連携が図られたものであ
ること。

※誘導施設として医療施設又は社会福祉施設を整備する場合にあっては、医療計画、子ども・子育て支援事業計画等と連携が図られたものであること。

（中心拠点誘導施設）

（中心拠点誘導施設）

（中心拠点誘導施設）

近接する公共交通と一体的な施設整備

（生活拠点誘導施設）

立地適正化計画を作成した市町村が取り組む
持続可能な集約型都市構造への再構築を応援します。

中心拠点区域
都市再生整備計画区域

居住誘導区域

核テナントが撤退し、空きフロアが存在

細分化された敷地に建築物が立地

待合スペースのイメージ

敷地を集約し、医療施設を整備

既存ストックを活用し、子育て支援施設
や社会福祉施設等を整備

地域の生活を支え、公共交通の利用促進につながる生活に必要
な都市機能を整備

既存ストックの有効活用を図るためコンバージョンに
より生活に必要な都市機能を整備

複数の敷地の集約・整序を行い、土地を有効利用し、生活に必要な
都市機能を整備

低・未利用地※を活用し、土地を有効利用することにより、
生活に必要な都市機能を確保

※低・未利用地とは、指定容積率の充足率が１/３以下の土地利用を行って
いるものとする。

まちなかに
低・未利用地が存在

低・未利用地を活用し、
教育施設を整備

都市機能誘導区域

【人口密度維持タイプ】の事業イメージ

■「都市再構築戦略事業」では、誘導施設の整備とともに、都市の
再構築の効果を促進する基盤整備等を含めた総合的なまちづ
くり計画とする必要があります。

生活拠点区域

（中心拠点誘導施設）

-3- -4-

都市機能立地支援事業及び都市再構築戦略事業を活用したまちづくり

交付対象となる誘導施設について

診療所
調剤薬局

認定こども園

幼稚園
小学校
中学校

就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関する法律第2条6項

地域医療支援病院
医療法第4条の2
医療法第4条

医療法第1条の5

医療法第1条の2

学校教育法第1条

特定機能病院

病院（特定機能病院及び地
域医療支援病院を除く）

｢社会福祉法｣ ｢老人福祉法｣ ｢身体障害者福祉法｣ ｢知的障害者福祉
法｣ ｢生活保護法｣ ｢高齢者の医療の確保に関する法律｣ ｢地域におけ
る医療及び介護の促進に関する法律｣ ｢介護保険法｣ ｢児童福祉法｣   
｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣ ｢母子保健法｣ ｢障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律｣ に定める施設又は
事業の用に供する施設のうち、通所等を主目的とする施設

対象施設 施設名 法的位置づけ

1) 医療施設

2) 社会福祉施設

3) 教育文化施設
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交付対象事業一覧
　都市機能立地支援事業において実施できる事業は、「中心拠点誘導施設、連携生活拠点誘導施設、生活拠点誘導施
設、高齢者交流拠点誘導施設の整備事業」となり、都市再生整備計画への位置づけが必要です。
　また、都市再構築戦略事業において位置づけることができる事業は、以下のとおりです。　

活用にあたっての留意事項
◎立地適正化計画の作成等について
①平成30年度末までの期間において、立地適正化計画に都市機能誘導区域に係る公的不動産の活用方針及び都市
機能誘導区域を定めており、かつ、都市全体の公的不動産の活用方針又は居住誘導区域を定めていない市町村
で都市機能立地支援事業を実施する場合は、平成30年度中に立地適正化計画に都市全体の公的不動産の活用方
針及び居住誘導区域を定めることが確実と見込まれる場合には、実施が可能です。

　※公的不動産の活用方針については、都市機能立地支援事業の場合の要件。
②土地負担増分の一部に係る支援措置については、見込み地ではなく都市機能誘導区域が設定された時点から活
用可能です。

都市再構築戦略事業において市町村または協議会が実施する以下の事業

対象事業名 対象施設等

基幹事業 医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、子育て支援施設

生活拠点誘導施設　 医療施設、地域交流センター

連携生活拠点誘導施設 医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、地域交流センター

道路　
公園　
古都保存・緑地保全等事業　
河川　

下水道　

駐車場有効利用システム　

地域生活基盤施設　 緑地、広場、駐車場（共同駐車場含む）、自転車駐車場、荷物共同集配
施設、公開空地（屋内空間も含む）、情報板、地域防災施設、人工地盤等

高質空間形成施設　 緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、
地域冷暖房施設、歩行支援施設・障害者誘導施設等

高次都市施設　 地域交流センター、観光交流センター、まちおこしセンター、
子育て世代活動支援センター、複合交通センター

既存建造物活用事業　

土地区画整理事業　

市街地再開発事業　

住宅街区整備事業　

バリアフリー環境整備促進事業　

優良建築物等整備事業　

住宅市街地総合整備事業　

街なみ環境整備事業　

住宅地区改良事業等　

都心共同住宅供給事業　

公営住宅等整備　 公営住宅、地域優良賃貸住宅

都市再生住宅等整備　

防災街区整備事業
※人口密度維持タイプでは、中心拠点誘導施設整備又は連携生活拠点誘導施設整備を１以上含むことが必要です。
※市町村以外の者（NPO法人等）が市町村から、その経費の一部に対して補助を受けて実施すること（間接交付）も可能です
（一部事業を除く）。この場合、交付対象事業費は、市町村が負担する費用の範囲内かつ、当該事業に要する費用の３分の２
を超えない範囲の額となります。

※都市再構築戦略事業では、提案事業は実施できません。
※都市機能立地支援事業において整備される誘導施設が、都市再構築戦略事業を実施する区域内に立地し、都市機能立地支
援関連事業と位置づけられる場合、必須要件である誘導施設の整備は不要です。
※民間事業者や地方公共団体が自ら誘導施設を整備した場合、必須要件である誘導施設の整備は不要です。
※隣接市町村と連携して立地適正化計画を作成し当該隣接市町村に共同で利用する誘導施設を整備する場合、当該市町村に
おいては必須要件である誘導施設の整備は不要です。（ただし、公共交通による隣接市町村への移動に際し必要となる駅前
広場及び公共交通施設の歩行支援若しくは障害者誘導施設を整備する事業に限ります。）
※中心拠点誘導施設、連携生活拠点誘導施設、生活拠点誘導施設は、三大都市圏の政令市及び特別区では実施できません。
※中心拠点誘導施設の整備については、同種の施設が当該市町村の中心拠点誘導施設として整備されていない場合に限ります。
※個別事業の詳細につきましては、「社会資本整備総合交付金交付要綱」をご参照ください。

高齢社会対応タイプについて

　都市全体の公的不動産の活用方針を含む立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内において、以下の用
件を全て満たす区域が対象となります。
①高齢者（65歳以上の高齢者）密度が40人/ha以上であること
（直近の国勢調査の結果に基づく高齢者密度を対象とし、今後直近の国勢調査の結果において高齢者密度が
40人/ha以上となることが見込まれる区域も含む）

②バス、鉄軌道の停留所・停車場から半径100ｍの範囲内
③公共用地率15％以上の区域内（今後、公共用地率が15％以上となることが確実である地域を含む。）

　「都市機能立地支援事業」及び「都市再構築戦略事業」では、高齢社会における社会保障費の節減を進めるた
め、高齢者が自ら公共交通を活用し、歩いて通う施設を駅等に近接して適切に配置することにより、高齢者の健康
増進・介護予防の推進を図ることを目的としています。

　「高齢者交流拠点誘導施設（高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高齢者が交流する施設）」
　ただし、高齢者交流拠点区域内にあって、地区面積が 300 ㎡以上の施設であり、同種の高齢者交流施設との距
離が 700ｍ以上離れており、立地適正化計画に誘導施設として位置づけられていることが必要となります。
都市機能立地支援事業：都市再生整備計画事業に都市機能立地支援関連事業として位置づけられていること。
都市再構築戦略事業：基幹事業の対象事業に追加。

　複数市町村による広域的な生活圏や経済圏が形成されている場合、関連する市町村が連携して都市再生特別措
置法に基づく立地適正化計画を作成する場合には、圏域全体としてのコンパクト化・地域の活性化を図るとともに、
当該圏域における都市機能（医療、社会福祉、教育文化等）が一定の役割分担の下で整備・利用されることにより、
効率的な施設の整備・配置を実現するための連携生活拠点誘導施設への支援が受けられます。

♦目的

♦対象区域

♦交付対象施設

♦交付率：40％

高齢者交流拠点誘導施設

中心拠点誘導施設

その他、国として特に推進すべき施策

○都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域関連
○中心市街地の活性化に関する法律に基づく中心市街地活性化基本計画関連
○歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致維持向上計画関連
○都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素まちづくり計画関連
○都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画関連

　国として特に推進すべき施策に関する計画区域が含まれる地区で、施策ごとに必要な要件を全て満たす地区につい
て、支援の強化（交付率を40％→45％）を行っています。

複数市町村による広域的生活圏や経済圏における施設整備への支援

交付対象
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